
カーポート

ユニットハウス

建 築 物 と は ？

建 築 基 準 法 で は 、土地に定着する※工 作 物の うち 、 屋 根及 び 柱若 し く は

壁 を 有 す る も の （ こ れ に 類 す る 構造 の もの を含 む ） を 「建築物」 と 定

義 し て い ま す 。 （ 法 第 ２ 条）

※  「土地に定着する」 と は 、 地 面 に 埋 設 さ れ た基礎などがなくても、容易

（随時かつ任意） に動かすことができないもので あ り 、 継 続 し て 存 在 す

る も の は 、 原 則 建 築 物 に 該 当 し ま す 。

簡易な屋根掛け

物 置

小規模な物置で、奥行きが１ｍ以内または
高さが１.４m以下のものは、人が中に入る
ことなく、外から物の出し入れを行うこ
とから建築物に該当しないとしています。

カ ー ポ ー ト や 物 置 等 の 簡 易 的 な 物 で も

原 則 と し て 建 築 確 認 申 請 が 必 要 で す ！
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